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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像処理装置であって、
　ベクトルデータ形式の画像データを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶される前記ベクトルデータ形式の画像データをビットマップデータ
形式の画像データに変換する変換手段と、
　少なくとも前記記憶手段への電力供給を遮断する省電力状態へ移行する場合、ネットワ
ークを介して接続されている省電力状態ではない他の画像処理装置が前記ベクトルデータ
形式の画像データを扱うことができる装置である場合には前記記憶手段に記憶された前記
ベクトルデータ形式の画像データを前記他の画像処理装置へ送信し、前記他の画像処理装
置が前記ベクトルデータ形式の画像データを扱うことができない装置である場合には、前
記記憶手段に記憶される前記ベクトルデータ形式の画像データ及び該ベクトルデータ形式
の画像データを前記変換手段により変換処理して生成された前記ビットマップデータ形式
の画像データの双方を前記他の画像処理装置へ送信する送信手段と、
　前記送信手段による送信後に省電力状態へ移行するよう制御する制御手段と、
を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記ネットワーク上に接続されている複数の前記他の画像処理装置から、前記ベクトル
データ形式の画像データを前記ビットマップデータ形式の画像データに変換することが可
能か否かを示す変換情報、及び電力状態が省電力状態か否かを示す電力状態情報を取得す
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る取得手段と、
　前記取得手段により取得された前記変換情報及び前記電力状態情報に基づいて、前記変
換処理が実行可能な非省電力状態の第１の画像処理装置が存在するか判断する第１の判断
手段と、
　前記取得手段により取得された前記変換情報及び前記電力状態情報に基づいて、前記変
換処理が実行不能な非省電力状態の第２の画像処理装置が存在するか判断する第２の判断
手段とを有し、
　前記送信手段は、省電力状態へ移行する際、前記第１の判断手段により前記第１の画像
処理装置が存在すると判断された場合には、該第１の画像処理装置に対して前記記憶手段
に記憶される特定のデータ形式の画像データを送信し、前記第１の判断手段により前記第
１の画像処理装置が存在しないと判断され、且つ前記第２の判断手段により前記第２の画
像処理装置が存在すると判断された場合には、該第２の画像処理装置に対して前記記憶手
段に記憶される前記ベクトルデータ形式の画像データ及び該ベクトルデータ形式の画像デ
ータを前記変換手段により変換処理して生成された前記ビットマップデータ形式の画像デ
ータの双方を送信することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記第１の判断手段により前記第１の画像処理装置が存在しないと判
断され、且つ前記第２の判断手段により前記第２の画像処理装置が存在しないと判断され
た場合には、前記省電力状態への移行を制限することを特徴とする請求項２に記載の画像
処理装置。
【請求項４】
　画像処理装置と、該画像処理装置とネットワークを介して接続されている他の画像処理
装置とを有する画像処理システムであって、
　前記画像処理装置は、
　ベクトルデータ形式の画像データを記憶する第１の記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶される前記ベクトルデータ形式の画像データをビットマップデータ
形式の画像データに変換する変換手段と、
　少なくとも前記記憶手段への電力供給を遮断する省電力状態へ移行する場合、ネットワ
ークを介して接続されている省電力状態ではない前記他の画像処理装置が前記ベクトルデ
ータ形式の画像データを扱うことができる装置である場合には前記記憶手段に記憶された
前記ベクトルデータ形式の画像データを前記他の画像処理装置へ送信し、前記他の画像処
理装置が前記ベクトルデータ形式の画像データを扱うことができない装置である場合には
、前記記憶手段に記憶される前記ベクトルデータ形式の画像データ及び該ベクトルデータ
形式の画像データを前記変換手段により変換処理して生成された前記ビットマップデータ
形式の画像データの双方を前記他の画像処理装置へ送信する第１の送信手段と、
　前記第１の送信手段による送信後に省電力状態へ移行するように制御する制御手段とを
有し、
　前記他の画像処理装置は、
　前記第１の送信手段により送信された前記ベクトルデータ形式の画像データ及び前記ビ
ットマップデータ形式の画像データの双方を受信する受信手段を有することを特徴とする
画像処理システム。
【請求項５】
　前記画像処理装置は、
　前記ネットワーク上に接続されている複数の前記他の画像処理装置から、前記ベクトル
データ形式の画像データを前記ビットマップデータ形式の画像データに変換することが可
能か否かを示す変換情報、及び電力状態が省電力状態か非省電力状態かを示す電力状態情
報を取得する第１の取得手段と、
　前記第１の取得手段により取得された前記変換情報及び前記電力状態情報に基づいて、
前記変換処理が実行可能な非省電力状態の第１の画像処理装置が存在するか判断する第１
の判断手段と、
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　前記第１の取得手段により取得された前記変換情報及び前記電力状態情報に基づいて、
前記変換処理が実行不能な非省電力状態の第２の画像処理装置が存在するか判断する第２
の判断手段とを有し、
　前記第１の送信手段は、省電力状態へ移行する際、前記第１の判断手段により前記第１
の画像処理装置が存在すると判断された場合には、該他の第１の画像処理装置に対して前
記第１の記憶手段に記憶される前記ベクトルデータ形式の画像データを送信し、前記第１
の判断手段により前記第１の画像処理装置が存在しないと判断され、且つ前記第２の判断
手段により前記第２の画像処理装置が存在すると判断された場合には、該第２の画像処理
装置に対して前記第１の記憶手段に記憶される前記ベクトルデータ形式の画像データ及び
該ベクトルデータ形式の画像データを前記変換手段により変換処理して生成された前記ビ
ットマップデータ形式の画像データの双方を送信することを特徴とする請求項４に記載の
画像処理システム。
【請求項６】
　前記他の画像処理装置は、
　前記受信手段が受信した、前記ベクトルデータ形式の画像データ及び前記ビットマップ
データ形式の画像データの双方を記憶する第２の記憶手段と、
　前記ネットワーク上に接続されている複数の前記他の画像処理装置から、前記変換情報
及び前記電力状態情報を取得する第２の取得手段と、
　前記第２の取得手段により取得された前記変換情報及び前記電力状態情報に基づいて、
前記変換処理が実行可能な非省電力状態の第３の画像処理装置が存在するか判断する第３
の判断手段と、
　前記第３の判断手段により非省電力状態の第３の画像処理装置が存在すると判断された
際に、該第３の画像処理装置に対して前記第２の記憶手段に記憶される前記ベクトルデー
タ形式の画像データを送信する第２の送信手段と、
　を有することを特徴とする請求項５に記載の画像処理システム。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記第１の判断手段により前記第１の画像処理装置が存在しないと判
断され、且つ前記第２の判断手段により前記第２の画像処理装置が存在しないと判断され
た場合には、前記省電力状態への移行を制限することを特徴とする請求項４乃至６のいず
れか１項に記載の画像処理システム。
【請求項８】
　前記他の画像処理装置は、前記第３の画像処理装置に対して送信した前記ベクトルデー
タ形式の画像データ及び前記ビットマップデータ形式の画像データの双方を前記第２の記
憶手段から削除するように制御することを特徴とする請求項６又は７に記載の画像処理シ
ステム。
【請求項９】
　画像処理装置の制御方法であって、
　前記画像処理装置が備える記憶手段に記憶されるベクトルデータ形式の画像データをビ
ットマップデータ形式の画像データに変換する変換ステップと、
　前記画像処理装置が少なくとも前記記憶手段への電力供給を遮断する省電力状態へ移行
する場合、前記画像処理装置とネットワークを介して接続されている省電力状態ではない
他の画像処理装置が前記ベクトルデータ形式の画像データを扱うことができる装置である
場合には前記記憶手段に記憶された前記ベクトルデータ形式の画像データを前記他の画像
処理装置へ送信し、前記他の画像処理装置が前記ベクトルデータ形式の画像データを扱う
ことができない装置である場合には、ベクトルデータ形式の画像データ及び該ベクトルデ
ータ形式の画像データを変換処理して生成された前記ビットマップデータ形式の画像デー
タの双方を前記他の画像処理装置へ送信する送信ステップと、
　前記送信ステップによる送信後に前記画像処理装置を省電力状態へ移行させるように制
御する制御ステップと、
を有することを特徴とする制御方法。
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【請求項１０】
　請求項９に記載された画像処理装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、画像処理システム、画像処理装置の制御方法及びプログラム
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　コピー、ＦＡＸ、プリンタ機能を有する多機能画像処理装置（マルチファンクションプ
リンタ；ＭＦＰ）においては、コピー画像やＦＡＸ受信画像、パーソナルコンピュータ（
ＰＣ）からのプリント画像をＭＦＰの記憶手段に保存することが行われている。そして、
ＭＦＰの記憶手段に保存されたコピー画像やプリント画像を用いてユーザは所望の画像を
電子メール送信やプリントすることができる。
【０００３】
　近年、ＭＦＰの高機能化が進み、保存画像の高画質化、画像データ量低減、解像度非依
存を実現するため、従来のビットマップフォーマットとは異なるベクトルデータフォーマ
ットで画像を保存することが検討されている。以下、前記ベクトルデータフォーマットに
対応したＭＦＰを、ベクトルデータフォーマット対応ＭＦＰと称する。また、前記従来の
ビットマップフォーマットに対応したＭＦＰを、ビットマップフォーマット対応ＭＦＰと
称する。
【０００４】
　なお、ネットワーク上にベクトルデータフォーマット対応ＭＦＰと前記ビットマップフ
ォーマット対応ＭＦＰが混在する場合がある。なお、ビットマップフォーマット対応ＭＦ
Ｐではベクトルデータフォーマットを処理できない。一方、ベクトルデータフォーマット
対応ＭＦＰでは、ベクトルデータフォーマット画像との互換性維持のためビットマップフ
ォーマット画像とベクトルデータフォーマット画像の両方を処理可能なように開発される
のが一般的である。
【０００５】
　また、ビットマップフォーマット対応ＭＦＰが、ベクトルデータフォーマットで保存さ
れた画像を処理するためには、ベクトルデータフォーマットからビットマップフォーマッ
トへの変換が必要である。そして、この変換をベクトルデータフォーマット対応ＭＦＰ側
で行う必要がある。
【０００６】
　一般的なフォーマット変換を行う技術として、画像送信先のＭＦＰが処理可能なフォー
マットを判別し、判別されたフォーマットへ変換した後、該変換されたフォーマットの画
像、即ち送信先のＭＦＰが処理可能なフォーマットの画像を送信する技術がある。（特許
文献１参照）
【特許文献１】特開２００７－１０４７１７公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　例えば、ビットマップフォーマット対応ＭＦＰが備えている操作パネルの操作によりユ
ーザがネットワーク上の他のＭＦＰに保存されている画像のサムネイルを操作パネル上の
画面に表示する場合がある（以下、サムネイル閲覧と称する）。そのような場合、ユーザ
がサムネイル閲覧操作を行うＭＦＰは、ビットマップフォーマット対応であるため、ネッ
トワーク上の各ＭＦＰはビットマップフォーマットのサムネイル画像を、前記サムネイル
閲覧操作が行われたＭＦＰに送信してやる必要がある。
【０００８】
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　上記従来の技術では、サムネイル画像の送信要求を受けたＭＦＰがベクトルデータフォ
ーマット対応ＭＦＰの場合、該ベクトルデータフォーマット対応ＭＦＰはベクトルデータ
フォーマットで保存されているサムネイル画像をビットマップフォーマットに変換する。
その後変換されたビットマップフォーマットのサムネイル画像をサムネイル画像の送信を
要求しているビットマップフォーマット対応ＭＦＰに送信する。
【０００９】
　一方、ＭＦＰはコピーやＦＡＸ、プリント動作を行っていない場合は省電力モードに移
行するのが一般的である。この省電力モードに移行した際は、必要最低限の部分のみに電
源供給を行い、その他の部分には電源を供給しないのが一般的である。
【００１０】
　前記ベクトルデータフォーマットで保存されているサムネイル画像をビットマップフォ
ーマットに変換する動作を制御する部分は動作時の消費電力が大きく、省電力モード時は
電源を供給しない場合が多い。即ち、省電力モード時は、前記ベクトルデータフォーマッ
トで保存されているサムネイル画像をビットマップフォーマットに変換することはできず
、前記変換を行うためには省電力モードから通常動作モードに復帰する必要がある。
【００１１】
　以上説明してきたように、同じネットワーク上にベクトルデータフォーマット対応ＭＦ
Ｐとビットマップフォーマット対応ＭＦＰが混在する場合、次に述べるような課題が生じ
る。
【００１２】
　ビットマップフォーマット対応ＭＦＰがベクトルデータフォーマットで保存された画像
を処理する必要がある場合（前述のサムネイル閲覧のような場合）、ベクトルデータフォ
ーマットからビットマップフォーマットへの変換を他のベクトルデータフォーマット対応
ＭＦＰにしてもらわなければならない。この際、他のベクトルデータフォーマット対応Ｍ
ＦＰが省電力モードであった場合、前記変換のために前記他のベクトルデータフォーマッ
ト対応ＭＦＰを省電力モードから通常動作モードへ復帰させてやらなければならない。し
たがってベクトルデータフォーマット対応ＭＦＰの消費電力が増えてしまう。
【００１３】
　なお、ベクトルデータフォーマット対応ＭＦＰが省電力モードに移行する前に前記変換
を行い、ビットマップフォーマットの画像を他の通常動作モードのＭＦＰに送信し、前記
ビットマップフォーマットの画像を前記通常動作モードのＭＦＰに保存することも考えら
れる。
【００１４】
　しかしながら、この方法は、ベクトルデータフォーマットではなくビットマップフォー
マットでの保存のため、前述したベクトルデータフォーマットの保存画像の高画質化、画
像データ量低減、解像度非依存などの優位性が損なわれてしまう。
【００１５】
　例えば、ベクトルデータフォーマット対応ＭＦＰが、スリープ移行時に、自身が保持す
る画像データを、通常動作モード状態のビットマップフォーマット対応ＭＦＰに転送する
際、ベクトルフォーマットをビットマップフォーマットに変換して転送する。
【００１６】
　しかし、当該ビットマップフォーマット対応ＭＦＰが、更にスリープ移行して、更に別
の装置に画像データを転送する場合、当該別の装置がベクトルフォーマット対応ＭＦＰで
あっても、ビットマップフォーマットの画像データしか転送されない。このため、当該別
の装置では、前述したベクトルデータフォーマットによる保存画像の高画質化、画像デー
タ量低減、解像度非依存などの優位性が損なわれてしまう。
【００１７】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものである。本発明の目的は、画像
処理装置が省電力状態へ移行した場合であっても画像処理装置に記憶された画像データを
他の画像処理装置に送信することで、画像処理装置を省電力状態から復帰させないままと
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することができるようにすることにある。また、画像処理装置に記憶された画像データの
形式が第１データ形式であり、他の画像処理装置が第１の画像データ形式の画像データを
扱えない場合であっても、他の画像処理装置が扱える第２データ形式に変換した上で画像
データを送信することができるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明は、画像処理装置であって、ベクトルデータ形式の画像データを記憶する記憶手
段と、前記記憶手段に記憶される前記ベクトルデータ形式の画像データをビットマップデ
ータ形式の画像データに変換する変換手段と、少なくとも前記記憶手段への電力供給を遮
断する省電力状態へ移行する場合、ネットワークを介して接続されている省電力状態では
ない他の画像処理装置が前記ベクトルデータ形式の画像データを扱うことができる装置で
ある場合には前記記憶手段に記憶された前記ベクトルデータ形式の画像データを前記他の
画像処理装置へ送信し、前記他の画像処理装置が前記ベクトルデータ形式の画像データを
扱うことができない装置である場合には、前記記憶手段に記憶される前記ベクトルデータ
形式の画像データ及び該ベクトルデータ形式の画像データを前記変換手段により変換処理
して生成された前記ビットマップデータ形式の画像データの双方を前記他の画像処理装置
へ送信する送信手段と、
　前記送信手段による送信後に省電力状態へ移行するよう制御する制御手段と、を有する
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、画像処理装置が省電力状態へ移行した場合であっても画像処理装置に
記憶された画像データを他の画像処理装置に送信することで、画像処理装置を省電力状態
から復帰させないままとすることができるようにすることができる。また、画像処理装置
に記憶された画像データの形式が第１データ形式であり、他の画像処理装置が第１の画像
データ形式の画像データを扱えない場合であっても、他の画像処理装置が扱える第２デー
タ形式に変換した上で画像データを送信することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　〔第１実施形態〕
　図１は、本発明の第１実施形態における画像処理装置の構成を示す図である。
【００２１】
　図１に示すように、本発明の画像処理装置は、画像処理部１００は、画像入力デバイス
であるスキャナ部１０１、画像出力デバイスであるプリンタ部１０２、及び、データ記憶
媒体であるハードディスク１０３等で構成される。
【００２２】
　画像処理部１００は、スキャナ部１０１、プリンタ部１０２、及び、ハードディスク１
０３と接続される。
【００２３】
　また、画像処理部１００は、ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）１０５やＦＡＸ回
線１０６に接続され、ＬＡＮ１０５、或いは、ＦＡＸ回線１０６経由で外部機器とデータ
の送受信が可能（通信可能）である。
【００２４】
　ハードディスク１０３には、システムソフトウェア、画像データ、ソフトウェアカウン
タ値などが格納される。１０４は本画像処理装置の操作パネルであり、図示はしないが各
種ボタンスイッチ、ＬＣＤタッチパネルなどから構成される。ユーザは、この操作パネル
１０４から本画像処理装置に対して各種操作を行う。
【００２５】
　１１０はＣＰＵであり、画像処理部１００のシステム動作全体を制御する。ＲＡＭ１１
１は、ＣＰＵ１１０が動作するためのシステムワークメモリであり、画像データを一時記
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憶するための画像メモリでもある。ＲＯＭ１１２は、ブートＲＯＭであり、システムのブ
ートプログラムが格納されている。
【００２６】
　操作パネル制御部１１３は、操作パネル１０４とのインターフェースを制御する部分で
ある。操作パネル制御部１１３は、操作パネル１０４に表示する画像データを操作パネル
１０４に対して出力する。また、操作パネル制御部１１３は、操作パネル１０４からユー
ザが入力した情報をＣＰＵ１１０に伝える役割をする。
【００２７】
　ＬＡＮ制御部１１４は、ＬＡＮ１０５に接続され、データの入出力を行う。ＬＡＮ制御
部１１４には、ＬＡＮ制御用ＣＰＵ１１５が接続される。ＬＡＮ制御用ＣＰＵ１１５は、
ＬＡＮ制御部１１４におけるデータの入出力を制御するＣＰＵである。
【００２８】
　モデム１１６は、ＦＡＸ回線１０６に接続し、ＦＡＸデータの送受信を行う。ハードデ
ィスク制御部１１７は、ハードディスク１０３に接続され、ハードディスク１０３のデー
タ入出力を制御する。スキャナ・プリンタ通信制御部１３１は、スキャナ部１０１、プリ
ンタ部１０２との通信を制御する。
【００２９】
　以上のデバイス１１０～１１７，１３１が、システムバス３２０上に配置される。
【００３０】
　イメージバスＩ／Ｆ１３０は、システムバス３２０と画像データを高速で転送する画像
バス１４０を接続し、データ構造を変換するバスブリッジである。画像バス１４０は、Ｐ
ＣＩバス又はＩＥＥＥ１３９４で構成される。画像バス１４０上には、以下のデバイスが
配置される。
【００３１】
　ラスターイメージプロセッサ（ＲＩＰ）１５０は、ＰＤＬコードをビットマップイメー
ジに展開する。スキャナ画像処理部１５１は、入力画像データに対し補正、加工、編集を
行う。プリンタ画像処理部１５２は、プリント出力画像データに対して、プリンタの補正
、解像度変換等を行う。
【００３２】
　画像回転部１５３は、画像データの回転を行う。画像圧縮部１５４は、多値画像データ
に対してはＪＰＥＧ、２値画像画像データに対してはＪＢＩＧ、ＭＭＲ、ＭＨの圧縮伸張
処理を行う。デバイスＩ／Ｆ部１５５は、画像入出力デバイスであるスキャナ部１０１や
プリンタ部１０２と画像処理部１００を接続し、画像データの同期系／非同期系の変換を
行う。
【００３３】
　図２は、本発明の画像処理装置の各部の電源供給状態を説明するための図である。
【００３４】
　図２に示すように、画像処理部１００、スキャナ部１０１、プリンタ部１０２、ハード
ディスク１０３、操作パネル１０４には、本画像処理装置が有する電源２００から電源が
供給される。
【００３５】
　電源２００から画像処理部１００には、画像処理部電源２０１経由で電源が供給され、
電源２００に対して電源の供給／遮断を指示することにより、画像処理部１００に対する
電源の供給／遮断を制御することが可能である。
【００３６】
　同様に、スキャナ部１０１、プリンタ部１０２、ハードディスク１０３、操作パネル１
０４には、各々スキャナ部電源２０２、プリンタ部電源２０３、ハードディスク電源２０
４、操作パネル電源２０５経由で、前記各部に対する電源の供給／遮断を制御することが
可能である。
【００３７】
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　前述のように操作パネル１０４は、電源を遮断することが可能であるが、電源が遮断さ
れた状態であっても、操作パネル１０４が備える所定のスイッチキー操作への操作は検知
可能である。
【００３８】
　本画像処理装置は、電源供給状態として、非省電力状態である通常動作モード（以下非
省電力モードとする）と省電力モードの２つの状態を有するものとする。
【００３９】
　非省電力モードでは、図２における全ての部分に電源が供給され、本画像処理装置が有
する全ての機能を実行可能である。
【００４０】
　一方、省電力モードでは、図２におけるスキャナ部１０１、プリンタ部１０２、ハード
ディスク１０３、操作パネル１０４に対する電源は遮断される。なお、非省電力モードで
あっても、画像処理部１００には画像処理部電源２０１経由で電源が供給される。
【００４１】
　しかし、画像処理部１００内で更に詳細な電力制御を行い、図１における画像処理部１
００内各部の電源供給／遮断を制御することが可能である。例えば、省電力モードでは、
画像処理部１００内のＲＡＭ１１１、ＬＡＮ制御部１１４、ＬＡＮ制御用ＣＰＵ１１５、
モデム１１６に対してのみ電源が供給される。しかし、省電力モードでは、上述のＲＡＭ
１１１、ＬＡＮ制御部１１４、ＬＡＮ制御用ＣＰＵ１１５、モデム１１６以外の部分の電
源供給は遮断される（ＣＰＵ１１０への電源供給も遮断される）。
【００４２】
　なお、非省電力モードでは、図１における画像処理部１００内の全ての部分に電源が供
給される。
【００４３】
　図３は、本発明の第１実施形態における画像処理装置及び画像処理システムの構成を表
す図である。
【００４４】
　図３において、３１０はベクトルデータフォーマット（ベクトルデータ形式（第１デー
タ形式））対応機Ａであり、画像処理部Ａ３１１、操作パネルＡ３１２、ハードディスク
Ａ３１３を有しているＭＦＰである。
【００４５】
　このベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は、図１に示した構成を有するＭＦＰ
であるが、説明のため図３においては、画像処理部Ａ３１１、操作パネルＡ３１２、ハー
ドディスクＡ３１３の部分のみ記述している。なお、画像処理部Ａ３１１、操作パネルＡ
３１２、ハードディスクＡ３１３は、各々図１の画像処理部１００、操作パネル１０４、
ハードディスク１０３に相当する。
【００４６】
　このベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は、コピー画像やＦＡＸ受信画像、Ｐ
Ｃからのプリント画像を、ベクトルデータフォーマットでベクトルデータフォーマット対
応機Ａ３１０のハードディスクＡ３１３に保存する。
【００４７】
　３２０はベクトルデータフォーマット対応機Ｂであり、画像処理部Ｂ３２１、操作パネ
ルＢ３２２、ハードディスクＢ３２３を有しているＭＦＰである。このベクトルデータフ
ォーマット対応機Ｂ３２０は、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０同様、前記各
種画像をベクトルデータフォーマットでハードディスクＢ３２３に保存する。
【００４８】
　３３０はビットマップフォーマット（ビットマップデータ形式（第２データ形式））対
応機Ｃであり、画像処理部Ｃ３３１、操作パネルＣ３３２、ハードディスクＣ３３３を有
しているＭＦＰである。このビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０は、図１に示した
構成を有するＭＦＰであるが、説明のため図３においては、画像処理部Ｃ３３１、操作パ
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ネルＣ３３２、ハードディスクＣ３３３の部分のみ記述している。なお、画像処理部Ｃ３
３１、操作パネルＣ３３２、ハードディスクＣ３３３は、各々図１の画像処理部１００、
操作パネル１０４、ハードディスク１０３に相当する。
【００４９】
　このビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０は、コピー画像やＦＡＸ受信画像、ＰＣ
からのプリント画像を、前記ベクトルデータフォーマットとは異なるビットマップフォー
マットでビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０のハードディスクＣ３３３に保存する
。
【００５０】
　３４０はビットマップフォーマット対応機Ｄであり、画像処理部Ｄ３４１、操作パネル
Ｄ３４２、ハードディスクＤ３４３を有しているＭＦＰである。このビットマップフォー
マット対応機Ｄ３４０は、ビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０同様、前記各種画像
をビットマップフォーマットでハードディスクＤ３４３に保存する。
【００５１】
　ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３
２０、ビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０、ビットマップフォーマット対応機Ｄ３
４０は、ＬＡＮ１０５に接続されている。ＬＡＮ１０５上には図示はしないがその他ＰＣ
、サーバなどが接続されている。
【００５２】
　ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０の画像処理部Ａ３１１、ベクトルデータフ
ォーマット対応機Ｂ３２０の画像処理部Ｂ３２１は、ベクトルデータフォーマットでの画
像処理だけでなく、ビットマップフォーマットでも所定の処理を行うことが可能である。
具体的には、前記所定処理とは、ベクトルデータフォーマット画像処理、及び、ベクトル
データフォーマット画像のビットマップフォーマットへの変換（ビットマップフォーマッ
トへの変換処理）などである。なお、前記ベクトルデータフォーマット画像処理、及び、
ビットマップフォーマットへの変換処理は、図１におけるＣＰＵ１１０（ＲＯＭ１１２に
格納されるプログラムに基づいて動作する）の指示に基づきＲＩＰ１５０部において実行
される。
【００５３】
　なお、前述したように、省電力モード時においては、ＣＰＵ１１０、ＲＩＰ１５０への
電源が遮断される。このため、省電力モード時においては、ベクトルデータフォーマット
対応機Ａ３１０、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０は、前記ベクトルデータフ
ォーマット画像処理、及び、ビットマップフォーマットへの変換処理を行うことはできな
い。
【００５４】
　ビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０の画像処理部Ｃ３３１、ビットマップフォー
マット対応機Ｄ３４０の画像処理部Ｄ３４１は、ビットマップフォーマットでの画像処理
のみ可能であり、ベクトルデータフォーマットでの処理はできない（処理不可能）。
【００５５】
　前記ビットマップフォーマット画像処理は、図１におけるＣＰＵ１１０（ＲＯＭ１１２
に格納されるプログラムに基づいて動作する）の指示に基づきＲＩＰ１５０部において実
行される。なお、省電力モード時においては、前述したようにＣＰＵ１１０、ＲＩＰ１５
０への電源が遮断される。このため、省電力モード時においては、ビットマップフォーマ
ット対応機Ｃ３３０、ビットマップフォーマット対応機Ｄ３４０は、前記ビットマップフ
ォーマット画像処理を行うことはできない。
【００５６】
　ここで、ビットマップフォーマット、及び、ベクトルデータフォーマットについての説
明を行う。
【００５７】
　ビットマップフォーマットは、画像を画素の集合体として定義する。画素は、大きさを
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もつものである。そのため、ビットマップフォーマットの画質は、画像の解像度に依存す
る。所定の解像度における最適な（高画質の）画像に対して、拡大・縮小などの処理を行
うと、ジャギー発生などの画像の劣化が生じる。
【００５８】
　これに対し、ベクトルデータフォーマットは、画素の集合体として画像を定義するもの
ではなく、点と線と多角形により画像を定義する。線は２つの点により定義され、多角形
は複数の線により定義される。したがって、全ての画像は点によって定義されることとな
る。点は、部分（大きさ）をもたないものである。このような点によって画像が定義され
るため、拡大・縮小してもジャギーが発生することはなく、解像度に依存しない高画質の
画像を得ることが可能である。
【００５９】
　また、画像の解像度が高くなると、ビットマップフォーマットのデータ量は増大する。
これに対し、ベクトルデータフォーマットでは、ビットマップフォーマットと比較すると
、より小さなデータ量で高解像度の画像を定義することが可能である。
【００６０】
　図４は、本実施形態における画像のベクトルデータ化処理の一例を説明するフローチャ
ートであり、図３に示した画像処理部Ａ３１１，画像処理部Ｂ３２１により実行される。
【００６１】
　まず、ステップＳ４０１において、画像処理部は、処理対象画像に対して、ブロックセ
レクション処理を行う。なお、ブロックセレクション処理とは、画像に含まれるオブジェ
クトの塊ごとにブロックに分割し、該分割された各ブロックにおいて文字（ＴＥＸＴ）、
画像（ＰＨＯＴＯ）、線（ＬＩＮＥ）、図形（ＰＩＣＴＵＲＥ）、表（ＴＡＢＬＥ）等の
属性を判定する処理である。
【００６２】
　続いて、ステップＳ４０２～S４０５における過程では、画像処理部は、上記ステップ
Ｓ４０１の過程で分割した各ブロックに対してベクトルデータ化に必要な処理をそれぞれ
行う。以下、詳細に示す。
【００６３】
　まず、ステップＳ４０２において、画像処理部は、上記ステップＳ４０１で文字と判定
したブロックに対してＯＣＲ処理を行う。
【００６４】
　そして、ステップＳ４０３において、画像処理部は、ＯＣＲ処理された文字ブロックに
対して更に文字のサイズ、スタイル、字体等を認識し、処理対象画像中の文字に対して可
視的に忠実なフォントデータに変換するベクトル化処理を行う。また、画像処理部は、線
ブロック、図形ブロック、表ブロックに対してもアウトライン化することによりベクトル
化処理を行う。
【００６５】
　一方で、画像ブロックに対しては、ステップＳ４０４において、画像処理部が、画像ブ
ロックをイメージデータとして別個のＪＰＥＧファイルとし画像処理を行う。
【００６６】
　続いて、ステップＳ４０５において、画像処理部は、上記Ｓ４０１の過程でブロック化
した各ブロックの属性及び位置情報や、上記Ｓ４０２～Ｓ４０５の過程で抽出したＯＣＲ
情報、フォント情報、ベクトル情報及び画像情報を、図５に示すベクトルデータフォーマ
ットにまとめる（ベクトルデータの生成）。以上により、ベクトルデータ化処理を終了す
る。
【００６７】
　図５は、図４に示したベクトルデータ化処理の結果得られたベクトルデータフォーマッ
トのデータ構造の一例を示す図である。
【００６８】
　図５において、５００はヘッダであり、処理対象の画像データに関する情報が保持され
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る。５０１はレイアウト記述データ部であり、処理対象画像データ中の、文字、画像、線
、図形、表等の属性毎に認識された各ブロックの属性情報とその矩形アドレス情報を保持
する。
【００６９】
　５０２は文字認識記述データ部であり、文字属性ブロックを文字認識して得られる文字
認識結果（Ｓ４０２のＯＣＲ処理結果）を保持する。５０３は表記述データ部であり、表
属性ブロックの構造の詳細を格納する。５０４は画像記述データ部であり、前述のイメー
ジデータとして処理（Ｓ４０４の画像ブロック処理）された画像データを保持する。
【００７０】
　図６は、図３に示したハードディスクＡ３１３、ハードディスクＢ３２３、ハードディ
スクＣ３３３、ハードディスクＤ３４３に保存されているデータの一例を示す図である。
【００７１】
　図６において、６１０はベクトルデータフォーマットサムネイルＡであり、ハードディ
スクＡ３１３に保存されている前記各種画像のサムネイルデータである。このベクトルデ
ータフォーマットサムネイルＡ６１０は、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０及
びベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０が処理可能なベクトルデータフォーマット
で保存されている。
【００７２】
　６３０はビットマップフォーマットサムネイルＣであり、ハードディスクＣ３３３に保
存されている前記各種画像のサムネイルデータである。このビットマップフォーマットサ
ムネイルＣ６３０は、ビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０及びビットマップフォー
マット対応機Ｄ３４０が処理可能なビットマップフォーマットで保存されている。
【００７３】
　以下、図７～図１４を参照して、本発明の第１実施形態における画像処理装置及び画像
処理システムの動作を説明する。
【００７４】
　図７は、本発明の第１実施形態における画像処理装置及び画像処理システムにおいて、
ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モードに移行する際の動作（第１の
制御動作）を説明するフローチャートである。なお、図７のフローチャートの処理は、ベ
クトルデータフォーマット対応機Ａ３１０のＣＰＵ１１０がＲＯＭ１１２に格納されるプ
ログラムを実行することにより実現されるものである。また、図７においてＳ７００～Ｓ
７０９は各動作の過程を表す。
【００７５】
　図８は、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が取得した情報の一例を示す図で
ある。前記取得した情報については後述する。
【００７６】
　図９は、所定動作後のハードディスクＡ３１３、ハードディスクＢ３２３、ハードディ
スクＣ３３３、ハードディスクＤ３４３のデータの状態を示す図である。なお、前記所定
動作については後述する。
【００７７】
　図１０は、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が取得した情報の一例を示す図
である。
【００７８】
　図１１は、所定動作後のハードディスクＡ３１３、ハードディスクＢ３２３、ハードデ
ィスクＣ３３３、ハードディスクＤ３４３のデータの状態を示す図である。なお、前記所
定動作については後述する。
【００７９】
　図１２は、所定動作後のビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０の動作（第２の制御
動作）を説明するフローチャートである。なお、図１２のフローチャートの処理は、ビッ
トマップフォーマット対応機Ｃ３３０のＣＰＵ１１０がＲＯＭ１１２に格納されるプログ
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ラムを実行することにより実現されるものである。また、図１２においてＳ１２００～Ｓ
１２０３は各動作の過程を表す。なお、前記所定動作については後述する。
【００８０】
　図１３は、所定動作後のハードディスクＡ３１３、ハードディスクＢ３２３、ハードデ
ィスクＣ３３３、ハードディスクＤ３４３のデータの状態を示す図である。なお、前記所
定動作については後述する。
【００８１】
　図１４は、ベクトルデータフォーマットサムネイルをベクトルデータフォーマット対応
機Ｂ３２０の操作パネルＢ３２２上の画面に表示する際の動作を説明するフローチャート
である。なお、図１４のフローチャートの処理は、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ
３２０のＣＰＵ１１０がＲＯＭ１１２に格納されるプログラムを実行することにより実現
されるものである。また、図１４においてＳ１４００～Ｓ１４０７は各動作の過程を表す
。
【００８２】
　まず、図７～図１１を用いて、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モ
ードに移行する際の動作（第１の取得処理、第１の判断処理、第２の判断処理、第１の送
信処理等）を説明する。
【００８３】
　ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０における所定の省電力モード移行条件が整
った場合、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は、省電力モードへの移行を開始
する（図７のＳ７００）。以下、図７のフローチャートに沿って説明する。
【００８４】
　省電力モードへの移行開始直後、ステップＳ７０１において、ベクトルデータフォーマ
ット対応機Ａ３１０は、ＬＡＮ１０５上のＭＦＰの情報を取得する。具体的には、ＬＡＮ
１０５に接続されている各ＭＦＰの画像保存フォーマット及び省電力モードか否かの情報
（電力状態情報）を取得する（第１の取得処理）。ベクトルデータフォーマット対応機Ａ
３１０が取得した前記情報の一例を図８に示す。なお、画像保存フォーマットが「ベクト
ルデータフォーマット」のＭＦＰは、ベクトルデータフォーマットの画像データをビット
マップフォーマットの画像データへの変換処理が実行可能である。一方、画像保存フォー
マットが「ビットマップフォーマット」のＭＦＰは、ベクトルデータフォーマットの画像
データをビットマップフォーマットの画像データへの変換処理が実行不能であることを示
す。即ち、上記Ｓ７０１で取得される各ＭＦＰの画像保存フォーマットは、ベクトルデー
タフォーマットの画像データをビットマップフォーマットの画像データへ変換する変換処
理が実行可能かどうかを示す変換情報に対応する。
【００８５】
　前記Ｓ７０１の情報取得後、ステップＳ７０２において、ベクトルデータフォーマット
対応機Ａ３１０は、Ｓ７０１で取得した情報に基づいて非省電力モードのベクトルデータ
フォーマット対応機（第１の画像処理装置）がＬＡＮ１０５上に存在するか否かを判断す
る（第１の判断処理）。
【００８６】
　上記Ｓ７０２の判断において非省電力モードのベクトルデータフォーマット対応機がＬ
ＡＮ１０５上に存在すると判断した場合（Ｓ７０２で"Ｙ"の場合）には、ベクトルデータ
フォーマット対応機Ａ３１０は、Ｓ７０３に処理を進める。
【００８７】
　ステップＳ７０３では、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は、自機ハードデ
ィスク上のベクトルデータフォーマットサムネイルを前記非省電力モードのベクトルデー
タフォーマット対応機に送信する。
【００８８】
　例えば、上記ステップＳ７０１において取得されたＬＡＮ上のＭＦＰの情報が図８に示
すように、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂが非省電力モードであったとする。この



(13) JP 5419443 B2 2014.2.19

10

20

30

40

50

場合、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は、自機ハードディスク上のベクトル
データフォーマットサムネイルをベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０に送信する
。具体的には、図６におけるハードディスクＡ３１３上のベクトルデータフォーマットサ
ムネイルＡ６１０をベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０に送信する。ベクトルデ
ータフォーマット対応機Ｂ３２０は、受信した前記ベクトルデータフォーマットサムネイ
ルＡ６１０をハードディスクＢ３２３上に保存する（図９参照）。
【００８９】
　上記ステップＳ７０３の処理を完了すると、続いてステップＳ７０４において、ベクト
ルデータフォーマット対応機Ａ３１０の画像処理部１００は、所定の部分の電源供給をＯ
ＦＦにするように制御する。具体的には図２におけるスキャナ部１０１、プリンタ部１０
２、ハードディスク１０３、操作パネル１０４に相当する部分の電源供給をＯＦＦにする
。即ち、図３においては操作パネルＡ３１２、ハードディスクＡ３１３の電源供給をＯＦ
Ｆにする。図２における画像処理部１００、即ち図３における画像処理部Ａ３１１に関し
ては、図１を用いて前述したように所定の部分のみに電源供給を行い、その他の部分には
電源供給をＯＦＦにする。即ち、図１におけるＲＡＭ１１１、ＬＡＮ制御部１１４、ＬＡ
Ｎ制御用ＣＰＵ１１５、モデム１１６に対してのみ電源が供給され、その他の部分の電源
供給をＯＦＦにするように制御する。
【００９０】
　前記電源供給ＯＦＦ後のベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は、省電力モード
移行処理を完了し（図７のＳ７０５）、省電力モード状態となる。
【００９１】
　前述したようにベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が、ベクトルデータフォー
マットサムネイルＡ６１０をベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０に送信し、更に
電源供給ＯＦＦ動作をする。図９に前記電源供給ＯＦＦ動作後のハードディスクＡ３１３
、ハードディスクＢ３２３、ハードディスクＣ３３３、ハードディスクＤ３４３に保存さ
れているデータの状態を示す。図９において、ハードディスクＡ３１３は電源供給ＯＦＦ
となっている。
【００９２】
　以上説明してきたように、図７のＳ７０２の判断において非省電力モードのベクトルデ
ータフォーマット対応機がある場合、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０はハー
ドディスクＡ３１３上のベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０をベクトルデー
タフォーマット対応機Ｂ３２０のハードディスクＢ３２３上に保存した後、省電力モード
状態となる。
【００９３】
　以下、上述した図７のステップＳ７０２に示した非省電力モードのベクトルデータフォ
ーマット対応機がＬＡＮ１０５上にあるか否かの判断において、非省電力モードのベクト
ルデータフォーマット対応機がＬＡＮ１０５上に存在しないと判断した場合（Ｓ７０２で
"Ｎ"の場合）について説明する。
【００９４】
　この場合、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は、ステップＳ７０６において
、Ｓ７０１で取得した情報に基づいて、非省電力モードのビットマップフォーマット対応
機（第２の画像処理装置）がＬＡＮ１０５上に存在するか否かを判断する（第２の判断処
理）。
【００９５】
　まず、図７のＳ７０６の判断において非省電力モードのビットマップフォーマット対応
機が存在すると判定した場合（Ｓ７０６で"Ｙ"の場合）について説明する。一例として、
図７のＳ７０１におけるＬＡＮ上のＭＦＰの情報取得結果が図１０に示す状態である場合
について説明する。
【００９６】
　この場合、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は、ステップＳ７０７において
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、図６におけるハードディスクＡ３１３上のベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６
１０をビットマップフォーマットに変換する。具体的には、図３における画像処理部Ａ３
１１においてビットマップフォーマットへの変換が行われる。なお、説明のため、ベクト
ルデータフォーマットサムネイルＡ６１０がビットマップフォーマットへ変換された後の
データをビットマップフォーマットサムネイルＡとする。
【００９７】
　続いて、ステップＳ７０８において、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は、
前記ビットマップフォーマットサムネイルＡとベクトルデータフォーマットサムネイルＡ
６１０の両方（双方）を非省電力モードのビットマップフォーマット対応機へ送信する。
【００９８】
　例えば、上記ステップＳ７０１において取得されたＬＡＮ上のＭＦＰの情報が図１０に
示すように、ビットマップフォーマット対応機Ｃが非省電力モード、ビットマップフォー
マット対応機Ｄが省電力モードであったとする。この場合、ＬＡＮ１０５上の非省電力モ
ードのビットマップフォーマット対応機は、ビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０で
ある。
【００９９】
　したがって、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は、前記ビットマップフォー
マットサムネイルＡとベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０の両方をビットマ
ップフォーマット対応機Ｃ３３０に送信する。
【０１００】
　ビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０では、受信した前記ビットマップフォーマッ
トサムネイルＡとベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０の両方をハードディス
クＣ３３３に保存する。
【０１０１】
　その後、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は、所定の部分の電源供給をＯＦ
Ｆにし（図７のＳ７０４）、続いて省電力モード移行処理を完了し（図７のＳ７０５）、
省電力モード状態となる。
【０１０２】
　具体的な動作は前述同様である。前述したように、ベクトルデータフォーマット対応機
Ａ３１０は、ビットマップフォーマットサムネイルＡとベクトルデータフォーマットサム
ネイルＡ６１０の両方をビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０に送信し、省電力モー
ドに移行する。図１１に前記省電力モード移行後のハードディスクＡ３１３、ハードディ
スクＢ３２３、ハードディスクＣ３３３、ハードディスクＤ３４３に保存されているデー
タの状態を示す。
【０１０３】
　図１１に示す通り、ビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０のハードディスクＣ３３
３上には、ビットマップフォーマットサムネイルＡ１１００とベクトルデータフォーマッ
トサムネイルＡ６１０の両方が保存されている。
【０１０４】
　なお、図１０に示したようにベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０及びビットマ
ップフォーマット対応機Ｄ３４０は、省電力モード状態なので、ハードディスクＢ３２３
及びハードディスクＤ３４３は電源供給ＯＦＦとなっている。
【０１０５】
　以上説明してきたように、図７のＳ７０２の判断において非省電力モードのベクトルデ
ータフォーマット対応機がなく、更に図７のＳ７０６の判断において非省電力モードのビ
ットマップフォーマット対応機がある場合、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０
はビットマップフォーマットサムネイルＡ１１００とベクトルデータフォーマットサムネ
イルＡ６１０の両方をビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０のハードディスクＣ３３
３上に保存した後、省電力モード状態となる。
【０１０６】
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　次に、前記図７のＳ７０６の判断において非省電力モードのビットマップフォーマット
対応機が存在しないと判断した場合（Ｓ７０６で"Ｎ"の場合）について説明する。
【０１０７】
　この場合、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は、ステップＳ７０９において
、省電力モードへの移行処理をキャンセル（中止）する。即ち、ベクトルデータフォーマ
ット対応機Ａ３１０は、非省電力モードのままであり、ベクトルデータフォーマットサム
ネイルＡ６１０はハードディスクＡ３１３上に保存されたままとなる。
【０１０８】
　以上に、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モードに移行する際の動
作を説明してきた。
【０１０９】
　要約すると、ＬＡＮ１０５上に非省電力モードのベクトルデータフォーマット対応機が
ある場合、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は、以下のように動作する。この
場合、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は、ベクトルデータフォーマットサム
ネイルＡ６１０をベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０のハードディスクＢ３２３
上に保存（送信）した後、省電力モード状態となる。
【０１１０】
　また、ＬＡＮ１０５上に非省電力モードのベクトルデータフォーマット対応機はないが
非省電力モードのビットマップフォーマット対応機がある場合、ベクトルデータフォーマ
ット対応機Ａ３１０は、以下のように動作する。この場合、ベクトルデータフォーマット
対応機Ａ３１０は、ビットマップフォーマットサムネイルＡ１１００とベクトルデータフ
ォーマットサムネイルＡ６１０の両方をビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０のハー
ドディスクＣ３３３上に保存（送信）した後、省電力モード状態となる。
【０１１１】
　いずれの場合も、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モード状態とな
った後であっても、ベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０は、本画像処理シス
テムにおける非省電力モードのＭＦＰのハードディスク上に保存されることとなる。
【０１１２】
　次に、図１２～図１４を用いて、本画像処理システムにおけるビットマップフォーマッ
ト対応機Ｃ３３０の動作（第２の取得、第３の判断、第２の送信処理等）について説明す
る。
【０１１３】
　前述したように、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は、ビットマップフォー
マットサムネイルＡ１１００とベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０の両方を
ビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０のハードディスクＣ３３３上に保存し、省電力
モード状態となる。
【０１１４】
　以下、前記ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が、省電力モード状態となった
後のビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０の動作について説明する。この動作のフロ
ーチャートを図１２に示す。
【０１１５】
　まず、ビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０は、ステップＳ１２００において、Ｌ
ＡＮ１０５上のＭＦＰの情報を取得する（第２の取得処理）。なお、ステップＳ１２００
の情報取得処理は、前述のベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０によるＬＡＮ１０
５上のＭＦＰの情報取得（図７のＳ７０１）と同様である。
【０１１６】
　次に、ステップＳ１２０１において、ビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０は、非
省電力モードのベクトルデータフォーマット対応機（第３の画像処理装置）がＬＡＮ１０
５上に存在するか否かを判断する（第３の判断）。そして、この判断において非省電力モ
ードのベクトルデータフォーマット対応機がＬＡＮ１０５上に存在すると判定した場合（
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Ｓ１２０１で"Ｙ"の場合）には、ステップＳ１２０２に処理を進める。
【０１１７】
　ステップＳ１２０２では、ビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０は、ハードディス
クＣ３３３上のベクトルデータフォーマットサムネイルを前記非省電力モードのベクトル
データフォーマット対応機に送信する（第２の送信処理）。
【０１１８】
　続いて、ステップＳ１２０３において、ビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０は、
ハードディスクＣ３３３上のベクトルデータフォーマットサムネイル及びビットマップフ
ォーマットサムネイルを削除する。なお、Ｓ１２０３で削除するビットマップフォーマッ
トサムネイルは、上記Ｓ１２０２において送信したベクトルデータフォーマットサムネイ
ルに対応するものを示す。
【０１１９】
　例えば、図１１に示したような状態から、省電力モード状態であったベクトルデータフ
ォーマット対応機Ｂ３２０が所定の条件により非省電力モードへと移行した場合を例とし
て説明する。この場合、ビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０は、図１２のＳ１２０
１の判断において非省電力モードのベクトルデータフォーマット対応機がＬＡＮ１０５上
に存在すると判断する。そして、ビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０は、ハードデ
ィスクＣ３３３上のベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０（図１１）をベクト
ルデータフォーマット対応機Ｂ３２０に送信する（Ｓ１２０２）。
【０１２０】
　続いてビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０は、ベクトルデータフォーマットサム
ネイルＡ６１０に対応するビットマップフォーマットサムネイルＡ１１００（図１１）及
び上記ベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０をハードディスクＣ３３３上から
削除する（Ｓ１２０３）。
【０１２１】
　一方、非省電力モードへと移行したベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０は、前
記ベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０受信後、ハードディスクＢ３２３に受
信したベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０を保存する。このベクトルデータ
フォーマットサムネイルＡ６１０の保存後のハードディスクＡ３１３、ハードディスクＢ
３２３、ハードディスクＣ３３３、ハードディスクＤ３４３の状態を図１３に示す。
【０１２２】
　次に、図１２のステップＳ１２０１の判断において、非省電力モードのベクトルデータ
フォーマット対応機がＬＡＮ１０５上に存在しない場合について説明する。
【０１２３】
　ステップＳ１２０１において、非省電力モードのベクトルデータフォーマット対応機が
ＬＡＮ１０５上にない場合は、ビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０は、ステップＳ
１２００に処理を戻す。即ち、ビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０は、ＬＡＮ１０
５上のＭＦＰの情報取得（Ｓ１２００）、非省電力モードのベクトルデータフォーマット
対応機がＬＡＮ１０５上にあるか否かの判断（Ｓ１２０１）を繰り返す。本実施形態では
所定時間ごとに前記動作が繰り返されるものとする。
【０１２４】
　例えば、図１１に示したような状態において、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３
２０で省電力モード状態が維持されている場合を例として説明する。この場合、ビットマ
ップフォーマット対応機Ｃ３３０は、図１２のＳ１２０１の判断において非省電力モード
のベクトルデータフォーマット対応機がＬＡＮ１０５上にないと判断する。そして、ビッ
トマップフォーマット対応機Ｃ３３０は、図１２のＳ１２００，Ｓ１２０１の処理を繰り
返す。
【０１２５】
　以上に本画像処理システムにおけるビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０の動作に
ついて説明した。
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【０１２６】
　即ち、省電力モード状態であったベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０が所定の
条件により非省電力モードへと移行した場合、ビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０
は、ベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０をベクトルデータフォーマット対応
機Ｂ３２０に送信する。
【０１２７】
　そして、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０は、前記ベクトルデータフォーマ
ットサムネイルＡ６１０受信後、ハードディスクＢ３２３に受信したベクトルデータフォ
ーマットサムネイルＡ６１０を保存する。
【０１２８】
　次に、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モードに移行した後、ユー
ザがＬＡＮ１０５上のＭＦＰに保存されている画像のサムネイルを閲覧する際の動作につ
いて説明する。
【０１２９】
　例えば、ユーザがベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０の操作パネルＢ３２２を
操作して操作パネルＢ３２２上の画面に前記サムネイルを表示させる場合の動作について
説明する。
【０１３０】
　まず、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モードに移行した後、各ハ
ードディスクのデータが図９の状態である場合を例に説明する。
【０１３１】
　ユーザの操作パネルＢ３２２からサムネイル表示指示を受けると、ベクトルデータフォ
ーマット対応機Ｂ３２０は、ＬＡＮ１０５上の各ＭＦＰに対してサムネイルを要求する。
【０１３２】
　要求を受けた各ＭＦＰは、自機ハードディスク上の画像のサムネイルをベクトルデータ
フォーマット対応機Ｂ３２０に対して送信する。
【０１３３】
　ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０は、各ＭＦＰからのサムネイルを受信し、
該受信したサムネイルを操作パネルＢ３２２上の画面に表示する。
【０１３４】
　図３及び図９を用いて具体的に説明すると、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２
０は、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０、ビットマップフォーマット対応機Ｃ
３３０、ビットマップフォーマット対応機Ｄ３４０に対してサムネイルを要求する。
【０１３５】
　省電力モードに移行したベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は、前述のように
画像処理部Ａ３１１の所定の部分のみ電源が供給されており、その他の部分は電源供給Ｏ
ＦＦとなっている。
【０１３６】
　なお、本実施形態におけるベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は、前記要求を
受けても、非省電力モード状態に復帰せず、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０
に対して所定の必要最低限の応答をするものとする。具体的に図１を用いて説明すると、
省電力モードであっても電源が供給されているＬＡＮ制御部１１４、ＬＡＮ制御用ＣＰＵ
１１５により、前記要求に対する応答が行われる。
【０１３７】
　また、前記要求を受けたビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０は、ハードディスク
Ｃ３３３上のビットマップフォーマットサムネイルＣ６３０をベクトルデータフォーマッ
ト対応機Ｂ３２０に対して送信する。
【０１３８】
　また、前記要求を受けたビットマップフォーマット対応機Ｄ３４０はハードディスクＤ
３４３上にサムネイルを保存していないので、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２
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０に対して所定の応答のみをするものとする。
【０１３９】
　ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０は、前記ビットマップフォーマット対応機
Ｃ３３０からビットマップフォーマットサムネイルＣ６３０を受信する。そして、ベクト
ルデータフォーマット対応機Ｂ３２０は、受信したビットマップフォーマットサムネイル
Ｃ６３０を画像処理部Ｂ３２１においてベクトルデータフォーマットのサムネイルに変換
する。なお、図示しないが、変換後のデータをベクトルデータフォーマットサムネイルＣ
とする。
【０１４０】
　さらに、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０は、予めハードディスクＢ３２３
上に保存されていたベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０、及び、前記変換後
のベクトルデータフォーマットサムネイルＣを操作パネルＢ３２２上の画面に表示する。
【０１４１】
　ここで、図１４を参照して、ベクトルデータフォーマットサムネイルをベクトルデータ
フォーマット対応機Ｂ３２０の操作パネルＢ３２２上の画面に表示する際の動作を説明す
る。
【０１４２】
　まず、図１４のステップＳ１４００において、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３
２０は、ベクトルデータフォーマットサムネイルのヘッダ５００（図５）の解析を行い、
該解析結果に基づいて、処理対象画像の文書名、作成日時などの情報を取得する。
【０１４３】
　続いて、ステップＳ１４０１において、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０は
、レイアウト記述データ部５０１（図５）を解析し、処理対象画像のオブジェクトブロッ
クの属性及び位置に関する情報を取得する。
【０１４４】
　続いて、ステップＳ１４０２において、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０は
、変換パラメータの算出を行う。ここで変換パラメータとは、処理対象のベクトルデータ
フォーマットサムネイルに対して、操作パネルＢ３２２に表示されるべきサムネイル画像
サイズ、解像度に適合するよう拡大・縮小などの変換処理を行うためのパラメータである
。
【０１４５】
　続いて、ステップＳ１４０３において、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０は
、文字のラスタライズを行う。この文字ラスタライズは、文字属性ブロックのベクトルデ
ータに対して前記算出された変換パラメータによるスケーリングを行い、スケーリングさ
れたビットマップデータを生成するものである。
【０１４６】
　続いて、ステップＳ１４０４において、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０は
、続いて表のラスタライズを行う。この表ラスタライズは、表属性ブロックのベクトルデ
ータに対して前記文字ラスタライズ同様にスケーリングを行い、スケーリングされたビッ
トマップデータを生成するものである。
【０１４７】
　続いて、ステップＳ１４０５において、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０は
、イメージデータ画像のラスタライズを行う。このイメージデータ画像のラスタライズは
、イメージデータ画像に対して前記パラメータによる拡大・縮小処理を行ったビットマッ
プデータを生成するものである。
【０１４８】
　次に、ステップＳ１４０６において、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０は、
サムネイル表示用のビットマップデータの合成を行う。具体的には、前記ラスタライズさ
れた文字、表、画像のビットマップデータを上記Ｓ１４０１で解析したレイアウト情報に
基づき合成する。この合成の結果、操作パネルＢ３２２に表示されるべきサムネイル画像
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サイズ、解像度のビットマップデータが得られる。
【０１４９】
　そして、ステップＳ１４０７において、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０は
、Ｓ１４０６で合成された表示用ビットマップデータを操作パネルＢ３２２に表示する。
【０１５０】
　なお、上記前記一連の動作は、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０の画像処理
部Ｂ３２１内のＣＰＵ１１０がＲＩＰ１５０、操作パネル制御部１１３を適宜制御するこ
とにより実行される。
【０１５１】
　次に、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０によるサムネイル表示のもう一例と
して、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モードに移行した後、各ハー
ドディスクのデータが図１１の状態である場合を例に説明する。
【０１５２】
　ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０は、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ
３１０、ビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０、ビットマップフォーマット対応機Ｄ
３４０に対してサムネイルを要求する。
【０１５３】
　前述した図９の状態の場合と同様に、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は前
記要求を受けても省電力モード状態のまま所定の応答をする。ビットマップフォーマット
対応機Ｄ３４０も省電力モード状態であり、同様に前記要求を受けても省電力モード状態
のまま所定の応答をするものとする。
【０１５４】
　前記要求を受けたビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０は、ハードディスクＣ３３
３上のビットマップフォーマットサムネイルＣ６３０をベクトルデータフォーマット対応
機Ｂ３２０に対して送信する。
【０１５５】
　さらに、ビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０は、ハードディスクＣ３３３上のビ
ットマップフォーマットサムネイルＡ１１００、ベクトルデータフォーマットサムネイル
Ａ６１０のうち、ベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０をベクトルデータフォ
ーマット対応機Ｂ３２０に対して送信する。
【０１５６】
　本実施形態におけるビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０は、同一画像に対してビ
ットマップフォーマットサムネイルＡ１１００、ベクトルデータフォーマットサムネイル
Ａ６１０の両方をハードディスクＣ３３３上に保存している場合、サムネイルを要求して
いるＭＦＰが対応可能なフォーマットの方を送信する。
【０１５７】
　本実施形態では、前記サムネイル要求元ＭＦＰの対応可能フォーマットは、サムネイル
要求元ＭＦＰがサムネイル要求先に所定の方法で通知するものとする。
【０１５８】
　ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０は、前記受信したビットマップフォーマッ
トサムネイルＣ６３０を画像処理部Ｂ３２１においてベクトルデータフォーマットサムネ
イルＣに変換する。
【０１５９】
　さらに、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０は、前記受信したベクトルデータ
フォーマットサムネイルＡ６１０及び前記変換後のベクトルデータフォーマットサムネイ
ルＣを操作パネルＢ３２２上の画面に表示する。
【０１６０】
　次に、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モードに移行した後、ユー
ザがビットマップフォーマット対応機Ｄ３４０の操作パネルＤ３４２を操作して操作パネ
ルＤ３４２上の画面にサムネイルを表示させる場合の動作について説明する。
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【０１６１】
　一例として、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モードに移行した後
、各ハードディスクのデータが図１１の状態である場合について説明する。
【０１６２】
　ビットマップフォーマット対応機Ｄ３４０は、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３
１０、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０、ビットマップフォーマット対応機Ｃ
３３０に対してサムネイルを要求する。
【０１６３】
　前述同様、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は前記要求を受けても省電力モ
ード状態のまま所定の応答をする。ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０も省電力
モード状態であり、同様に前記要求を受けても省電力モード状態のまま所定の応答をする
ものとする。
【０１６４】
　前記要求を受けたビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０は、ハードディスクＣ３３
３上のビットマップフォーマットサムネイルＣ６３０をビットマップフォーマット対応機
Ｄ３４０に対して送信する。
【０１６５】
　前述したようにビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０は、同一画像に対してビット
マップフォーマット及びベクトルデータフォーマットの両方のサムネイルを保存している
場合、サムネイル要求を要求しているＭＦＰが対応可能なフォーマットの方を送信する。
したがって、ハードディスクＣ３３３上のビットマップフォーマットサムネイルＡ１１０
０、ベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０のうち、ビットマップフォーマット
サムネイルＡ１１００をビットマップフォーマット対応機Ｄ３４０に対して送信する。
【０１６６】
　ビットマップフォーマット対応機Ｄ３４０は、ビットマップフォーマットサムネイルＡ
１１００を受信する。そして、ビットマップフォーマット対応機Ｄ３４０は、前記受信し
た前記ビットマップフォーマットサムネイルＡ１１００及びビットマップフォーマットサ
ムネイルＣ６３０を操作パネルＤ３４２上の画面に表示する。
【０１６７】
　以上にベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モードに移行した後、ユー
ザがＬＡＮ１０５上のＭＦＰに保存されている画像のサムネイルを閲覧する際の動作につ
いて説明してきた。
【０１６８】
　ユーザがベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０の操作パネルＢ３２２にサムネイ
ルを表示させる場合は、ベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０、即ちベクトル
データフォーマットによる画像でのサムネイル表示が可能となる。
【０１６９】
　また、ビットマップフォーマット対応機Ｄ３４０の操作パネルＤ３４２にサムネイルを
表示させる場合は、ビットマップフォーマットサムネイルＡ１１００、即ちビットマップ
フォーマットによる画像でのサムネイル表示が可能となる。
【０１７０】
　以上に第１実施形態における本画像処理装置及び画像処理システムの動作を説明してき
た。第１実施形態では、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モード状態
となった後であっても、ベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０は、本画像処理
システムにおける非省電力モードのＭＦＰのハードディスク上に保存されている。したが
って、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０からサムネイル閲覧する場合に、ベク
トルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モード状態であっても、ベクトルデータ
フォーマットサムネイルＡ６１０を表示することが可能となる。前記ベクトルデータフォ
ーマットサムネイルＡ６１０表示の際に、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が
省電力モード状態であるので、消費電力を低減する効果が得られる。
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【０１７１】
　一方、ビットマップフォーマット対応機Ｄ３４０からサムネイル閲覧する場合は、ベク
トルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モード状態であってもビットマップフォ
ーマットサムネイルＡ１１００を表示することが可能となる。この場合も、消費電力を低
減する効果が得られる。
【０１７２】
　以上のように、ネットワーク１０５上にベクトルデータフォーマットの画像データを処
理可能なベクトルデータフォーマット対応画像処理装置と、ベクトルデータフォーマット
の画像データを処理不可能なビットマップフォーマット対応画像処理装置とが混在してい
る場合であっても、省電力状態のベクトルデータフォーマット対応画像処理装置を該省電
力状態から復帰させることなく、ベクトルデータフォーマット対応画像処理装置で記憶さ
れる画像データをビットマップフォーマット対応画像処理装置で使用（例えば閲覧）可能
となる。したがって、画像処理システム全体の消費電力を低減することが可能となる。さ
らに、ベクトルデータフォーマットで保存されたサムネイル画像を画像処理システム上に
ベクトルデータフォーマットで保存し続けることが可能となり、ベクトルデータフォーマ
ットによる優位性を保つことが可能となる。
【０１７３】
　〔第２実施形態〕
　本実施形態では、ＬＡＮ上に、サムネイル画像を保存可能なサーバ装置を設け、画像処
理装置が省電力モードに移行する際、サムネイル画像をサーバ装置に送信する構成につい
て説明する。
【０１７４】
　図１５は、本発明の第２の実施形態における画像処理装置及び画像処理システムの構成
を示す図である。なお、図３と同一のものには同一の符号を付してある。以下、図３と異
なる部分のみ説明する。
【０１７５】
　図１５において、１５００はサーバであり、ハードディスク１５１０を備え、ＬＡＮ１
０５に接続されている。なお、図１５では説明のため、サーバ１５００のハードディスク
Ｓ１５１０以外の部分は省略しているが、パーソナルコンピュータやワークステーション
等の情報処理装置の構成を有するものとする。また、後述するサーバ１５００の動作は、
サーバ１５００のＣＰＵ（不図示）がハードディスクＳ１５１０等に記憶されたプログラ
ムをＲＡＭ（不図示）にロードして実行することにより実現されるものである。
【０１７６】
　図１６は、図１５におけるハードディスクＡ３１３、ハードディスクＢ３２３、ハード
ディスクＣ３３３、ハードディスクＤ３４３及びハードディスクＳ１５１０に保存されて
いるデータを示す図である。なお、図１６に示すベクトルデータフォーマットサムネイル
Ａ６１０、ビットマップフォーマットサムネイルＣ６３０は上記第１実施形態と同様であ
る。
【０１７７】
　図１７は、本発明の第２の実施形態における画像処理装置及び画像処理システムにおい
て、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モードに移行する際の動作を説
明するフローチャートである。なお、図１７のフローチャートの処理は、ベクトルデータ
フォーマット対応機Ａ３１０のＣＰＵ１１０がＲＯＭ１１２に格納されるプログラムを実
行することにより実現されるものである。また、図１７において、Ｓ１７００～Ｓ１７０
４は各動作の過程を表す。
【０１７８】
　以下、図１５～図１７を用いて第２実施形態における本画像処理装置及び画像処理シス
テムの動作を説明する。
【０１７９】
　まず、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モードに移行する際の動作
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を説明する。
【０１８０】
　ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０における所定の省電力モード移行条件が整
った場合、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は、省電力モードへの移行を開始
する（図１７のＳ１７００）。
【０１８１】
　省電力モードへの移行開始直後、ステップＳ１７０１において、ベクトルデータフォー
マット対応機Ａ３１０は、ハードディスクＡ３１３上のベクトルデータフォーマットサム
ネイルＡ６１０（図１６）をビットマップフォーマットに変換する。即ち、第１実施形態
同様、画像処理部Ａ３１１において前記ビットマップフォーマットへの変換を行う。該ビ
ットマップフォーマットに変換されたものを、以下、ビットマップフォーマットサムネイ
ルＡという。
【０１８２】
　続いて、ステップＳ１７０２において、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は
、前記ビットマップフォーマットサムネイルＡとベクトルデータフォーマットサムネイル
Ａ６１０の両方をＬＡＮ１０５上のサーバ１５００に送信する。
【０１８３】
　サーバ１５００は、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０から送信された前記ビ
ットマップフォーマットサムネイルＡとベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０
を受信する。そして、サーバ１５００は、前記受信した前記ビットマップフォーマットサ
ムネイルＡとベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０の両方をハードディスクＳ
１５１０に保存する。
【０１８４】
　その後、ステップＳ１７０３において、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は
、所定の部分の電源供給をＯＦＦにし、省電力モード移行処理を完了し（Ｓ１７０４）、
省電力モード状態となる。具体的な動作は第１実施形態同様である。
【０１８５】
　前述したようにベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は、省電力モードに移行す
る前に、ビットマップフォーマットサムネイルＡとベクトルデータフォーマットサムネイ
ルＡ６１０の両方をサーバ１５００に送信し、省電力モードに移行する。
【０１８６】
　図１８は、前記省電力モード移行後のハードディスクＡ３１３、ハードディスクＢ３２
３、ハードディスクＣ３３３、ハードディスクＤ３４３に保存されているデータの状態を
示す図である。
【０１８７】
　図１８に示す通り、サーバ１５００のハードディスクＳ１５１０上には、ビットマップ
フォーマットサムネイルＡ１１００とベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０の
両方が保存されている。
【０１８８】
　以上説明してきたように、本発明の第２実施形態では、ベクトルデータフォーマット対
応機Ａ３１０は、ビットマップフォーマットサムネイルＡ１１００とベクトルデータフォ
ーマットサムネイルＡ６１０の両方をサーバ１５００のハードディスクＳ１５１０上に保
存した後に、省電力モード状態となる。
【０１８９】
　次に、第２実施形態においてユーザがＭＦＰの操作パネルからのサムネイルを閲覧する
際の動作について説明する。
【０１９０】
　まず、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０の操作パネルＢ３２２を操作して操
作パネルＢ３２２上の画面にサムネイルを表示させる場合の動作について説明する。
【０１９１】
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　ユーザの操作パネルＢ３２２によるサムネイル表示指示後、ベクトルデータフォーマッ
ト対応機Ｂ３２０はＬＡＮ１０５上の各ＭＦＰ及びサーバ１５００に対してサムネイルを
要求する。
【０１９２】
　前記要求を受けたベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０、ビットマップフォーマ
ット対応機Ｃ３３０、ビットマップフォーマット対応機Ｄ３４０の動作は第１実施形態と
同様である。
【０１９３】
　即ち、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は、前記要求を受けても、非省電力
モード状態に復帰せず、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０に対して所定の応答
をする。また、前記要求を受けたビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０は、ハードデ
ィスクＣ３３３上のビットマップフォーマットサムネイルＣ６３０をベクトルデータフォ
ーマット対応機Ｂ３２０に対して送信する。
【０１９４】
　また、前記要求を受けたビットマップフォーマット対応機Ｄ３４０は、ハードディスク
Ｄ３４３上にサムネイルを保存していないので、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３
２０に対して所定の応答のみをする。
【０１９５】
　また、前記要求を受けたサーバ１５００は、ハードディスクＳ１５１０上のビットマッ
プフォーマットサムネイルＡ１１００、ベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０
のうち、ベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０をベクトルデータフォーマット
対応機Ｂ３２０に対して送信する。本実施形態におけるサーバ１５００は、同一画像に対
してビットマップフォーマットサムネイルＡ１１００、ベクトルデータフォーマットサム
ネイルＡ６１０の両方をハードディスクＳ１５１０上に保存している場合、サムネイルを
要求しているＭＦＰが対応可能なフォーマットの方を送信する。
【０１９６】
　本実施形態では、前記サムネイル要求元ＭＦＰの対応可能フォーマットはサムネイル要
求元ＭＦＰがサーバ１５００に所定の方法で通知するものとする。
【０１９７】
　ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０は、第１実施形態同様、前記受信したベク
トルデータフォーマットサムネイルＡ６１０、及び、前記受信したビットマップフォーマ
ットサムネイルＣ６３０を変換したベクトルデータフォーマットサムネイルＣを、操作パ
ネルＢ３２２上の画面に表示する。
【０１９８】
　次に、ビットマップフォーマット対応機Ｄ３４０の操作パネルＤ３４２を操作して操作
パネルＤ３４２上の画面にサムネイルを表示させる場合の動作について説明する。
【０１９９】
　ユーザの操作パネルＤ３４２によるサムネイル表示指示後、ビットマップフォーマット
対応機Ｄ３４０はＬＡＮ１０５上の各ＭＦＰ及びサーバ１５００に対してサムネイルを要
求する。
【０２００】
　前記要求を受けたベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０、ベクトルデータフォー
マット対応機Ｂ３２０、ビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０の動作は次の通りであ
る。
【０２０１】
　ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０は、前記要求を受けても、非省電力モード
状態に復帰せず、ビットマップフォーマット対応機Ｄ３４０に対して所定の応答をする。
また、前記要求を受けたベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０はハードディスクＢ
３２３上にサムネイルを保存していないので、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２
０に対して所定の応答のみをするものとする。また、前記要求を受けたビットマップフォ
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ーマット対応機Ｃ３３０はハードディスクＣ３３３上のビットマップフォーマットサムネ
イルＣ６３０をビットマップフォーマット対応機Ｄ３４０に対して送信する。
【０２０２】
　また、前記要求を受けたサーバ１５００は、ハードディスクＳ１５１０上のビットマッ
プフォーマットサムネイルＡ１１００、ベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０
のうち、ビットマップフォーマットサムネイルＡ１１００をビットマップフォーマット対
応機Ｄ３４０に対して送信する。前述したように、サーバ１５００は、同一画像に対して
ビットマップフォーマット及びベクトルデータフォーマットの両方のサムネイルを保存し
ている場合、サムネイルを要求しているＭＦＰが対応可能なフォーマットの方を送信する
。したがって、ハードディスクＳ１５１０上のビットマップフォーマットサムネイルＡ１
１００、ベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０のうち、ビットマップフォーマ
ットサムネイルＡ１１００をビットマップフォーマット対応機Ｄ３４０に対して送信する
。
【０２０３】
　ビットマップフォーマット対応機Ｄ３４０は、受信した前記ビットマップフォーマット
サムネイルＡ１１００、及び、ビットマップフォーマットサムネイルＣ６３０を操作パネ
ルＤ３４２上の画面に表示する。
【０２０４】
　以上に、第２実施形態におけるベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モ
ードに移行した後、ユーザがＬＡＮ１０５上のＭＦＰに保存されている画像のサムネイル
を閲覧する際の動作について説明してきた。
【０２０５】
　本実施形態でも、第１実施形態同様に、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０に
よるサムネイル閲覧の場合はベクトルデータフォーマットによる画像でのサムネイル表示
が可能となる。なお、ビットマップフォーマット対応機Ｄ３４０によるサムネイル閲覧の
場合は、ビットマップフォーマットによる画像でのサムネイル表示が可能となる。
【０２０６】
　以上に第２実施形態における本画像処理装置、サーバ及び画像処理システムの動作を説
明してきた。
【０２０７】
　本第２実施形態では、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モード状態
となった後であっても、ベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０及びビットマッ
プフォーマットサムネイルＡ１１００は、本画像処理システムにおけるサーバ１５００の
ハードディスクＳ１５１０上に保存されている。したがって、ベクトルデータフォーマッ
ト対応機Ｂ３２０からサムネイル閲覧する場合に、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ
３１０が省電力モード状態であっても、ベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０
を表示することが可能となる。この場合、前記ベクトルデータフォーマットサムネイルＡ
６１０の表示の際に、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モード状態で
あるので、消費電力を低減する効果が得られる。
【０２０８】
　一方、ビットマップフォーマット対応機Ｄ３４０からサムネイル閲覧する場合は、ベク
トルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モード状態であってもビットマップフォ
ーマットサムネイルＡ１１００を表示することが可能となる。この場合も消費電力を低減
する効果が得られる。
【０２０９】
　〔第３実施形態〕
　第２実施形態におけるサーバ１５００を所定のＭＦＰに置き換えることにより、本発明
の第３実施形態の画像処理装置及び画像処理システムを構成可能である。
【０２１０】
　図１９は、本発明の第３の実施形態における画像処理装置及び画像処理システムの構成
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を表す図である。なお、図３，図１５と同一のものには同一の符号を付してある。
【０２１１】
　図１９において、１９００はベクトルデータフォーマット対応機Ｅである。ベクトルデ
ータフォーマット対応機Ｅ１９００は、画像処理部Ｅ１９０１、操作パネルＥ１９０２、
ハードディスクＥ１９０３を有しているＭＦＰであり、ＬＡＮ１０５に接続されている。
なお、図１９では、説明のため、画像処理部Ｅ１９０１、操作パネルＥ１９０２、ハード
ディスクＥ１９０３以外の部分は省略している。
【０２１２】
　ベクトルデータフォーマット対応機Ｅ１９００は、ベクトルデータフォーマット対応機
Ａ３１０、ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ３２０同様、ベクトルデータフォーマッ
ト及びビットマップフォーマットの画像を処理することが可能である。
【０２１３】
　さらに、ベクトルデータフォーマット対応機Ｅ１９００は、ＬＡＮ１０５上において、
画像データのサーバ機能を有するＭＦＰである。なお、ベクトルデータフォーマット対応
機Ｅ１９００は、いかなる動作状態であっても前記サーバとして機能することが可能であ
るものとする。このような構成から明らかなように、第３実施形態では、前記ベクトルデ
ータフォーマット対応機Ｅ１９００が上述の第２実施形態におけるサーバ１５００と同等
の動作を行う。
【０２１４】
　即ち、ベクトルデータフォーマット対応機Ｅ１９００は、いかなる動作状態であっても
、他のＭＦＰからのサムネイル要求を受けると、ハードディスクＥ１９０３内に格納して
いるサムネイル画像を、前記サムネイル要求したＭＦＰに送信するように構成されている
。この動作は、ベクトルデータフォーマット対応機Ｅ１９００のＣＰＵ１１０がＲＯＭ１
１２に格納されるプログラムを実行することにより実現されるものである。
【０２１５】
　図２０は、第３実施形態においてベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力
モード状態となった後のハードディスクＡ３１３、ハードディスクＢ３２３、ハードディ
スクＣ３３３、ハードディスクＤ３４３、ハードディスクＥ３４０３のデータの状態を示
す図である。
【０２１６】
　上述した第２実施形態同様に、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モ
ード状態となった後であっても、ベクトルデータフォーマットサムネイルＡ６１０及びビ
ットマップフォーマットサムネイルＡ１１００は、ベクトルデータフォーマット対応機Ｅ
１９００のハードディスクＥ１９０３上に保存されている。したがって、本第３実施形態
においても、上述した第２実施形態と同様の効果が得られる。
【０２１７】
　なお、上述した各種データの構成及びその内容はこれに限定されるものではなく、用途
や目的に応じて、様々な構成や内容で構成されることは言うまでもない。
【０２１８】
　以上、一実施形態について示したが、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プロ
グラム若しくは記憶媒体等としての実施態様をとることが可能である。具体的には、複数
の機器から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器からなる装置に適
用しても良い。
【０２１９】
　なお、上記第１実施形態～第３実施形態及びその変形例を有機的に組み合わせた構成も
全て本発明に含まれるものである。
【０２２０】
　以上に示したように、本実施形態の画像処理装置は、自装置で保持された画像データの
フォーマットを扱える非省電力状態の他の装置が存在しない場合、前記特定のフォーマッ
トを扱えない装置に対して、その装置で取扱い可能なフォーマットに画像データを変換し
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た上で送信する。さらに、前記特定のフォーマットを扱えない装置に対して、自装置で保
持された画像データそのもの（変換前のフォーマット）も送信しておくものである。この
ような構成により、ネットワーク上に異なるデータ形式の画像データを扱う画像処理装置
が混在している場合でも（ベクトルデータフォーマット対応ＭＦＰとビットマップフォー
マット対応ＭＦＰが混在している場合でも）、サムネイル閲覧時のように他のＭＦＰの保
持する画像データを使用する際に、省電力モードのＭＦＰを省電力モードから通常動作モ
ードへ復帰させることなく、各ＭＦＰ内に保持されている画像データを使用（サムネイル
閲覧）することが可能となる。このように、サムネイル閲覧時等に省電力モードからの復
帰を防止して、画像処理システム全体の消費電力を低減することが可能となる。
【０２２１】
　さらに、ベクトルデータフォーマットで保存されたサムネイル画像を画像処理システム
上にベクトルデータフォーマットで保存し続けることが可能となり、ベクトルデータフォ
ーマットによる優位性（特性）を保つことが可能となる。
【０２２２】
　なお、本実施形態では、異なるデータ形式として、ベクトルデータフォーマットとビッ
トマップフォーマットを例にして説明したが、ベクトルデータフォーマットとビットマッ
プフォーマット以外のデータ形式であっても本発明を適用可能である。
【０２２３】
　また、ネットワーク上に異なるベクトルフォーマットやビットマップフォーマットの画
像データを扱う画像処理装置が混在している場合でも、本発明は適用可能である。即ち、
自装置で保持された画像データのフォーマットを扱える非省電力状態の他の装置が存在し
ない場合、前記特定のフォーマットを扱えない装置に対して、その装置で取扱い可能なフ
ォーマットに画像データを変換した上で送信する。さらに、前記特定のフォーマットを扱
えない装置に対して、自装置で保持された画像データそのもの（変換前のフォーマット）
も送信しておくように構成する。
【０２２４】
　以上説明したように、本実施形態では、ネットワーク上に異なるデータ形式の画像デー
タを扱う画像処理装置が混在している場合でも、省電力状態の画像処理装置を該省電力状
態から復帰させることなく、該画像処理装置で記憶される特定のデータ形式の画像データ
を他の画像処理装置で使用可能とし、ユーザの利便性を損なうことなく、特定のデータ形
式の特性を維持した状態で画像処理システム全体の消費電力を低減することができる。
【０２２５】
　以下、図２１に示すメモリマップを参照して、コンピュータを本発明に係る画像処理装
置として機能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記憶媒体（記
録媒体）のメモリマップの構成について説明する。
【０２２６】
　図２１は、コンピュータを本発明に係る画像処理装置として機能させるためのプログラ
ムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体（記憶媒体）のメモリマップを説明する
図である。
【０２２７】
　なお、特に図示しないが、記憶媒体に記憶されるプログラム群を管理する情報、例えば
バージョン情報，作成者等も記憶され、かつ、プログラム読み出し側のＯＳ等に依存する
情報、例えばプログラムを識別表示するアイコン等も記憶される場合もある。
【０２２８】
　さらに、各種プログラムに従属するデータも上記ディレクトリに管理されている。また
、各種プログラムをコンピュータにインストールするためのプログラムや、インストール
するプログラムが圧縮されている場合に、解凍するプログラム等も記憶される場合もある
。
【０２２９】
　本実施形態における図４，図７，図１２，図１４，図１７に示す機能が外部からインス
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トールされるプログラムによって、ホストコンピュータにより遂行されていてもよい。そ
して、その場合、ＣＤ－ＲＯＭやフラッシュメモリやＦＤ等の記憶媒体により、あるいは
ネットワークを介して外部の記憶媒体から、プログラムを含む情報群を出力装置に供給さ
れる場合でも本発明は適用されるものである。
【０２３０】
　以上のように、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを
記録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給する。そして、そのシステムあるいは
装置のコンピュータ（又はＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを
読出し実行することによっても、本発明の目的が達成されることは言うまでもない。
【０２３１】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が本発明の新規な機能を実
現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することに
なる。
【０２３２】
　したがって、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタに
より実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等、プログラムの形態を問
わない。
【０２３３】
　プログラムを供給するための記憶媒体としては、例えばフレキシブルディスク、ハード
ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤなどを用いることができる。
【０２３４】
　この場合、記憶媒体から読出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を
実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成すること
になる。
【０２３５】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続し、該ホームページから本発明のプログラムその
ものをハードディスク等の記憶媒体にダウンロードすることによっても供給できる。また
、該ホームページから圧縮され自動インストール機能を含むファイルをハードディスク等
の記憶媒体にダウンロードすることによっても供給できる。また、本発明のプログラムを
構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、それぞれのファイルを異なるホー
ムページからダウンロードすることによっても実現可能である。つまり、本発明の機能処
理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを複数のユーザに対してダウンロ
ードさせるＷＷＷサーバやＦＴＰサーバ等も本発明の請求項に含まれるものである。
【０２３６】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布する。さらに、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホー
ムページから暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせる。さらに、その鍵情報を使用する
ことにより暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現す
ることも可能である。
【０２３７】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実
施形態の機能が実現されるだけでなく、以下のような構成も含まれることは言うまでもな
い。例えば、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているＯＳ
（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって
前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０２３８】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードを、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込む。
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そして、該メモリに書き込まれたプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボード
や機能拡張ユニットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によ
って前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０２３９】
　また、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からな
る装置に適用してもよい。また、本発明は、システムあるいは装置にプログラムを供給す
ることによって達成される場合にも適応できることは言うまでもない。この場合、本発明
を達成するためのソフトウェアによって表されるプログラムを格納した記憶媒体を該シス
テムあるいは装置に読み出すことによって、そのシステムあるいは装置が、本発明の効果
を享受することが可能となる。
【０２４０】
　本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づき種々の変形（
各実施形態の有機的な組合せを含む）が可能であり、それらを本発明の範囲から除外する
ものではない。
【０２４１】
　本発明の様々な例と実施形態を示して説明したが、当業者であれば、本発明の趣旨と範
囲は、本明細書内の特定の説明に限定されるのではない。
【０２４２】
　なお、上述した各実施形態及びその変形例を組み合わせた構成も全て本発明に含まれる
ものである。
【０２４３】
　以上説明したように、本実施形態では、ネットワーク上に異なるデータ形式の画像デー
タを扱う画像処理装置が混在している場合でも、省電力状態の画像処理装置を該省電力状
態から復帰させることなく、該画像処理装置で記憶される特定のデータ形式の画像データ
を他の画像処理装置で使用可能とし、ユーザの利便性を損なうことなく、特定のデータ形
式の特性を維持した状態で画像処理システム全体の消費電力を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【０２４４】
【図１】本発明の第１実施形態における画像処理装置の構成を示す図である。
【図２】本発明の画像処理装置の各部の電源供給状態を説明するための図である。
【図３】本発明の第１実施形態における画像処理装置及び画像処理システムの構成を表す
図である。
【図４】本実施形態における画像のベクトルデータ化処理の一例を説明するフローチャー
トである。
【図５】図４に示したベクトルデータ化処理の結果得られたベクトルデータフォーマット
のデータ構造の一例を示す図である。
【図６】図３に示したハードディスクＡ３１３、ハードディスクＢ３２３、ハードディス
クＣ３３３、ハードディスクＤ３４３に保存されているデータの一例を示す図である。
【図７】本発明の第１実施形態における画像処理装置及び画像処理システムにおいて、ベ
クトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モードに移行する際の動作（第１の制
御動作）を説明するフローチャートである。
【図８】ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が取得した情報の一例を示す図であ
る。
【図９】所定動作後のハードディスクＡ３１３、ハードディスクＢ３２３、ハードディス
クＣ３３３、ハードディスクＤ３４３のデータの状態を示す図である。
【図１０】ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が取得した情報の一例を示す図で
ある。
【図１１】所定動作後のハードディスクＡ３１３、ハードディスクＢ３２３、ハードディ
スクＣ３３３、ハードディスクＤ３４３のデータの状態を示す図である。
【図１２】所定動作後のビットマップフォーマット対応機Ｃ３３０の動作（第２の制御動
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作）を説明するフローチャートである。
【図１３】所定動作後のハードディスクＡ３１３、ハードディスクＢ３２３、ハードディ
スクＣ３３３、ハードディスクＤ３４３のデータの状態を示す図である。
【図１４】ベクトルデータフォーマットサムネイルをベクトルデータフォーマット対応機
Ｂ３２０の操作パネルＢ３２２上の画面に表示する際の動作を説明するフローチャートで
ある。
【図１５】本発明の第２の実施形態における画像処理装置及び画像処理システムの構成を
示す図である。
【図１６】図１５におけるハードディスクＡ３１３、ハードディスクＢ３２３、ハードデ
ィスクＣ３３３、ハードディスクＤ３４３及びハードディスクＳ１５１０に保存されてい
るデータを示す図である。
【図１７】本発明の第２の実施形態における画像処理装置及び画像処理システムにおいて
、ベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モードに移行する際の動作を説明
するフローチャートである。
【図１８】前記省電力モード移行後のハードディスクＡ３１３、ハードディスクＢ３２３
、ハードディスクＣ３３３、ハードディスクＤ３４３に保存されているデータの状態を示
す図である。
【図１９】本発明の第３の実施形態における画像処理装置及び画像処理システムの構成を
表す図である。
【図２０】第３実施形態においてベクトルデータフォーマット対応機Ａ３１０が省電力モ
ード状態となった後のハードディスクＡ３１３、ハードディスクＢ３２３、ハードディス
クＣ３３３、ハードディスクＤ３４３、ハードディスクＥ３４０３のデータの状態を示す
図である。
【図２１】コンピュータを本発明に係る画像処理装置として機能させるためのプログラム
を記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体のメモリマップを説明する図である。
【符号の説明】
【０２４５】
　３１０　　ベクトルデータフォーマット対応機Ａ
　３１１　　画像処理部Ａ
　３１２　　操作パネルＡ
　３１３　　ハードディスクＡ
　３２０　　ベクトルデータフォーマット対応機Ｂ
　３２１　　画像処理部Ｂ
　３２２　　操作パネルＢ
　３２３　　ハードディスクＢ
　３３０　　ビットマップフォーマット対応機Ｃ
　３３１　　画像処理部Ｃ
　３３２　　操作パネルＣ
　３３３　　ハードディスクＣ
　３４０　　ビットマップフォーマット対応機Ｄ
　３４１　　画像処理部Ｄ
　３４２　　操作パネルＤ
　３４３　　ハードディスクＤ
　６１０　　ベクトルデータフォーマットサムネイルＡ
　６３０　　ビットマップフォーマットサムネイルＣ
　１１００　　ビットマップフォーマットサムネイルＡ
　１５００　　サーバ
　１５１０　　ハードディスクＳ
　１９００　　ベクトルデータフォーマット対応機Ｅ
　１９０１　　画像処理部Ｅ
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　１９０２　　操作パネルＥ
　１９０３　　ハードディスクＥ
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